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                                                     消 防 地 第 2 0 号 

平成 30年 1月 25日  

各都道府県知事 

各指定都市市長 

 消 防 庁 次 長  

（公 印 省 略） 

  

消防団で所有する消防自動車に係る準中型免許の新設に伴う対応について 

 

 道路交通法（昭和 35年法律 105号）の改正に伴い、平成 29年３月 12日から、普通自動車、中

型自動車、大型自動車に加えて、車両総重量 3.5トン以上 7.5トン未満の自動車が新たに準中型

自動車として新設され、これに対応する免許として準中型免許が新設されました。これにより、

平成 29年３月 12日以降に取得した普通免許で運転できる自動車の車両総重量は 3.5トン未満と

なります。 

消防団で車両総重量 3.5トン以上の消防自動車を所有している場合、将来的に当該自動車を運

転する者の確保が課題となることから、特に下記事項に留意の上、必要な取組を行っていただく

ようお願いいたします。 

また、各都道府県におかれては、各都道府県内の市町村（一部事務組合等を含む。）に対して、

同事項について周知していただくようお願いいたします。なお、本通知は消防組織法（昭和 22

年法律第 226号）第 37条の規定に基づく助言として発出するものであることを申し添えます。 

 

記 

 

１ 消防団員の準中型免許取得に係る公費負担制度の創設 

   消防団が車両総重量 3.5トン以上の消防自動車を所有する場合にあっては、消防団員が運

転免許（準中型免許を含む）を取得する経費（教習所授業料等）について助成を行っている

地方公共団体の取組も参考に、消防団員が準中型免許を取得する経費を助成すること等によ

り、それらの自動車の運転者を確保すること。 

なお、平成 30年度から新たに、平成 29年３月 12日以降に普通免許を取得した新規加入

団員が準中型免許を取得する経費に対して地方公共団体が助成を行った場合の助成額につ

いて地方財政措置（※）を講じることとしている。 

 

※ 地方財政措置（特別交付税）の概要 

平成 29年３月 12日以降に普通免許を取得した新規加入団員が準中型免許を取得する

経費に対して、地方公共団体が助成を行った場合の当該助成額について特別交付税措置

を講じることとしている。 

 

２ 新制度下の普通免許で運転可能な消防自動車の活用 

   必要とされる消防力等、地域の実情を十分に勘案した上で、消防自動車の更新機会等にあ

わせて、新制度下の普通免許で運転可能な消防自動車を活用することも検討すること。 

   なお、車両総重量 3.5トン未満の消防ポンプ自動車の開発状況等、必要な情報提供を消防

庁から行う予定である。 
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